
 

 

 

ご意見等提出要領 

 

 

１ 提出期限 

  

  平成 25年 12月 31日（月） 
   

  ・ 提出期限以降のご意見等の受付はできませんのでご注意ください。 

   ・ 郵便の場合は消印有効です。 

  ・ 窓口にご持参いただく場合は、年末年始、祝日を除く月曜日から金曜日の 

    午前 9時から午後 5 時 30分まで、年末は 12 月 27日（金）まで開庁しています。 

    

２ 提出先 

 

〒544－8501  

  生野区役所総務課（企画調整）４階 45 番窓口 

  Fax 06－6717－1160  電話 06－6715－9990 

  電子メール ikuno-edu@city.osaka.lg.jp 

  

 

３ 提出方法 

 

別紙「ご意見等記入用紙」に記入し、以下の方法によりご提出ください。 

正確にご意見等を承るために、電話など口頭では受付いたしません。 

 

(1) 持参又は送付 

 上記【提出先】あて 

 持参の場合は、業務時間（閉庁日を除く、午前 9時から午後 5時 30 分）以外は 

 受付できません。 

 

(2) ファックス 

 ファックス番号 ： 06－6717－1160 

 件名に「生野区小・中学校教育環境再編方針（素案）に対するご意見」と明記し 

 てください。 

 

(3) 電子メール 

 メールアドレス ： ikuno-edu@city.osaka.lg.jp 

 

４ その他 

  ・ご意見等に対する個別の回答は行いません。 

  ・ご意見等をとりまとめた後、実施結果を公表いたします。 
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生野区小・中学校教育環境再編方針（素案）について、ご意見等を記載してください。 

（記入欄が足りない場合は、別の用紙に追記いただいて結構です。様式は問いません。） 

 

【あなたご自身について】 ※差し支えない範囲でご協力をお願いします。 

性  別 

（該当するものにチェック） 
□ 男性   ・   □ 女性 

年  齢 

（該当するものにチェック） 

□19歳以下 □20 歳代 □30歳代 □40歳代 

□50歳代  □60 歳代 □70歳代 □80歳以上 

居住地 

 

（該当するものにチェック） 

□ 生野区に居住している 

 

□ 生野区以外に居住している 

 

・正確にご意見等を承るために、電話など口頭では受付いたしません。また、個別の回答

は行いません。 

・ご意見等をとりまとめた後、実施結果を公表いたします。 
 

 

生野区小・中学校教育環境再編方針（素案）に対する 

ご意見等記入用紙 

別紙 


